
平成２８年第８回南島原市教育委員会定例会 

 

日時 平成２８年８月２４日（水） 午後２時 

場所 南有馬庁舎 ２階会議室 

 

議事日程 

 

 第１ 開 会 

 

 第２ 前回会議録の承認 

 

 第３ 会議録署名人の指名 

 

 第４ 教育長報告 

 

 第５ 議案審議 

   ・議案第48号 南島原市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例につ

いて 

・議案第49号 財産の取得について（小学校電子黒板等） 

・議案第50号 南島原市すこやか子育て幼稚園支援事業実施規則の一部を改正 

する規則について 

 

第６ 委員長の選挙 

 

第７ その他 

(1) 平成２８年度南島原市一般会計補正予算（第４号）について 

(2) 次回教育委員会定例会の開催について 

(3) その他 

   

 第８ 閉 会 



南島原市教育委員会定例会教育長報告

○平成２８年７月の諸会議並びに諸行事

日(水 ) 定例教育委員会(南有馬庁舎)

市政懇談会(ピロティ文化センター)

日(木 ) 図書館協議会(南有馬庁舎)

日(金 ) 自己点検・評価検討会議(南有馬庁舎)

文化財保護審議会(南有馬庁舎)

全国・九州中学校体育大会出場に伴う激励会(西有家庁舎)

市政懇談会(加津佐青年婦人会館)

日(土 ) セミナリヨ再現授業(北有馬町願心寺)

日(日 ) 南島原市防犯少年武道大会（柔道）(南有馬武道館)

○平成２８年８月の諸会議並びに諸行事

日(月 ) 長崎県の施策に関する要望・提案書提出(長崎市)

日(火 ) 長崎県人権教育研究大会(コレジヨホール)

口之津ジュニア陸上全国大会出場激励会(西有家庁舎)

日(木 ) ＡＬＴ辞令交付式及びオリエンテーション(南有馬庁舎)

日(金 ) 長崎県公立学校教頭会研究大会全体会(島原市)

家庭教育講演会(コレジヨホール)

日(土 ) 有家ツインプラザ旗争奪少年ソフトボール大会(有家総合運動公園)

日(火 ) 西有家地区各校長・民生委員児童委員との意見交換会(潮湯旅館)

日(水 )

日(火 ) 部局長会議(西有家庁舎)

有家ジュニアバレーボールクラブ九州大会出場激励会(西有家庁舎)
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日(木 ) 教頭研修会(オアシスセンター)

日(金 ) 教職員研修「さきがけ」教育講演会(コレジヨホール)

日(日 ) 市民スポーツ大会巡回激励(島原市～口之津町)

日(火 ) 心のふるさと交流事業出発式(コレジヨホール)
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議案第４８号 

 

南島原市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例につい

て 

 

提案理由 

 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令が、平成２８年４

月１日に施行されたことに伴い、所要の改正を行うもの。 

 

平成２８年８月２４日提出 

 

南島原市教育委員会     

委員長 坂上 三德     



南島原市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例 

南島原市立幼稚園保育料等徴収条例（平成18年南島原市条例第72号）の

一部を次のように改正する。 

 別表第１備考第４項中「ものをいう」の次に「。以下同じ」を加え、

「当該階層の保育料額から1,000円を控除する」を「当該世帯から第１

子が幼稚園を利用する場合は、当該階層の保育料額から1,000円を控除

した額に100分の50を乗じて得た額とする」に改め、同表備考第５項中

「小学校第１学年」を「小学校（義務教育学校の前期課程を含む。）

の第１学年」に改め、同項第１号中「及び」を「又は」に改め、同表

備考中第６項を第８項とし、第５項の次に次の２項を加える。 

６ 特定被監護者等（子ども・子育て支援法施行令（平成26年政令第

213号）第14条の２第１項に規定する特定被監護者等をいう。以下

同じ。）が２人以上いる場合の支給認定保護者（市町村民税所得割

合算額が77,101円未満の場合に限る。）に係る次の各号に掲げる支

給認定子どもに関する保育料額は、当該各号に定める額とする。 

(１) 次のア又はイに掲げる支給認定子ども 当該支給認定子ど

もに関するこの表の額に100分の50を乗じて得た額 

ア 支給認定保護者に係る特定被監護者等のうち小学校就学前

子ども以外の者が１人のみである場合における最年長保育料

額算定基準小学校就学前子どもである支給認定子ども 

イ 支給認定保護者に係る全ての特定被監護者等が小学校就学

前子どもの場合における保育料額算定基準小学校就学前子ど

もである支給認定子ども 

(２) 次のアからウまでに掲げる支給認定子ども ０ 

ア 支給認定保護者に係る特定被監護者等のうちに小学校就学

前子ども以外の者が２人以上いる場合における最年長保育料

額算定基準小学校就学前子どもである支給認定子ども 

イ 支給認定保護者に係る特定被監護者等のうちに小学校就学

前子ども以外の者がいる場合における保育料額算定基準小学

校就学前子どもである支給認定子ども 

－1－ 



ウ 保育料額算定基準子ども（最年長保育料額算定基準小学校就

学前子ども及び保育料額算定基準小学校就学前子どもを除

く。）である支給認定子ども 

７ 支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者

が特定教育・保育のあった月において要保護者等に該当する場合にお

ける当該支給認定保護者に関する前項の規定の適用については、同項

中「当該各号に定める額」とあるのは、「０」とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の南島原市立幼稚園保育料等徴収条例の規定は、平成28年４月

分以後の保育料について適用する。 

－2－ 
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南島原市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

新 旧 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

法第19条第１項第１号の認定を受けた小学校就学前子ども（以下「教育認定子ど

も」という。）の保育料額表 

法第19条第１項第１号の認定を受けた小学校就学前子ども（以下「教育認定子ど

も」という。）の保育料額表 

（略） 
 

（略） 
 

備考 備考 

１ この表において、「被保護者」とは、生活保護法（昭和25年法律第144号）

第６条第１項に規定する被保護者をいう。 

１ この表において、「被保護者」とは、生活保護法（昭和25年法律第144号）

第６条第１項に規定する被保護者をいう。 

２ この表において、「市町村民税の所得割を課されない者」とは、支給認定保

護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者についての特定教育・保

育のあった月の属する年度（特定教育・保育のあった月が４月から８月までの

場合にあっては、前年度）分の地方税法（昭和25年法律第226号）の規定によ

る市町村民税（同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。）の同法第

292条第１項第２号に掲げる所得割（同法第328条の規定によって課する所得割

を除く。以下同じ。）を課されない者（市町村（特別区を含む。）の条例で定

めるところにより当該所得割を免除された者を含むものとし、当該所得割の割

賦期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。）をいい、「養育里

親等」とは、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の３第８項に規定す

る小規模住居型児童養育事業を行う者、同法第６条の４第２項に規定する養育

里親又は同法第７条第１項に規定する児童福祉施設（乳児院、児童養護施設、

情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設に限る。）の長をいう。 

２ この表において、「市町村民税の所得割を課されない者」とは、支給認定保

護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者についての特定教育・保

育のあった月の属する年度（特定教育・保育のあった月が４月から８月までの

場合にあっては、前年度）分の地方税法（昭和25年法律第226号）の規定によ

る市町村民税（同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。）の同法第

292条第１項第２号に掲げる所得割（同法第328条の規定によって課する所得割

を除く。以下同じ。）を課されない者（市町村（特別区を含む。）の条例で定

めるところにより当該所得割を免除された者を含むものとし、当該所得割の割

賦期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。）をいい、「養育里

親等」とは、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の３第８項に規定す

る小規模住居型児童養育事業を行う者、同法第６条の４第２項に規定する養育

里親又は同法第７条第１項に規定する児童福祉施設（乳児院、児童養護施設、

情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設に限る。）の長をいう。 

３ この表において、「市町村民税所得割合算額」とは、支給認定保護者及び当

該支給認定保護者と同一の世帯に属する者についての特定教育・保育のあった

月の属する年度（特定教育・保育のあった月が４月から８月までの場合にあっ

ては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第１項第

２号に掲げる所得割の額（子ども・子育て支援法施行規則（平成26年内閣府令

第44号）第20条の規定により控除をされるべき金額があるときは、当該金額を

３ この表において、「市町村民税所得割合算額」とは、支給認定保護者及び当

該支給認定保護者と同一の世帯に属する者についての特定教育・保育のあった

月の属する年度（特定教育・保育のあった月が４月から８月までの場合にあっ

ては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第１項第

２号に掲げる所得割の額（子ども・子育て支援法施行規則（平成26年内閣府令

第44号）第20条の規定により控除をされるべき金額があるときは、当該金額を

-3- 
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新 旧 

加算した額とする。）を合算した額をいう。 加算した額とする。）を合算した額をいう。 

４ 支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者についての

特定教育・保育のあった月において要保護者等（要保護者（生活保護法第６条

第２項に規定する要保護者をいう。）その他子ども・子育て支援法施行規則第

22条に定めるものをいう。以下同じ。）に該当する場合における当該支給認定

保護者の階層が第２階層と認定された場合には、この表の規定にかかわらず当

該階層の保育料額を無料とし、当該支給認定保護者の階層が第３階層と認定さ

れた場合には、当該世帯から第１子が幼稚園を利用する場合は、当該階層の保

育料額から1,000円を控除した額に100分の50を乗じて得た額とする。 

４ 支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者についての

特定教育・保育のあった月において要保護者等（要保護者（生活保護法第６条

第２項に規定する要保護者をいう。）その他子ども・子育て支援法施行規則第

22条に定めるものをいう。）に該当する場合における当該支給認定保護者の階

層が第２階層と認定された場合には、この表の規定にかかわらず当該階層の保

育料額を無料とし、当該支給認定保護者の階層が第３階層と認定された場合に

は、当該階層の保育料額から1,000円を控除する。 

５ 同一世帯に２人以上保育料額算定基準子ども（幼稚園、特別支援学校の幼稚

部、保育所、児童福祉法第43条の２に規定する情緒障害児短期治療施設若しく

は認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学前子ども、特例

保育を受ける小学校就学前子ども、家庭的保育事業等（児童福祉法第24条第２

項に規定する家庭的保育事業等をいう。）による保育を受ける小学校就学前子

ども、児童福祉法第６条の２の２第２項に規定する児童発達支援若しくは同条

第３項に規定する医療型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども又は小学校

（義務教育学校の前期課程を含む。）の第１学年から第３学年までに在学する

子ども（以下「小学校第３学年修了前子ども」という。）をいう。以下同

じ。）がいる場合の支給認定保護者に係る次の各号に掲げる支給認定子どもに

関する保育料額は、当該各号に定める額とする。 

５ 同一世帯に２人以上保育料額算定基準子ども（幼稚園、特別支援学校の幼稚

部、保育所、児童福祉法第43条の２に規定する情緒障害児短期治療施設若しく

は認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学前子ども、特例

保育を受ける小学校就学前子ども、家庭的保育事業等（児童福祉法第24条第２

項に規定する家庭的保育事業等をいう。）による保育を受ける小学校就学前子

ども、児童福祉法第６条の２の２第２項に規定する児童発達支援若しくは同条

第３項に規定する医療型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども又は小学校

第１学年から第３学年までに在学する子ども（以下「小学校第３学年修了前子

ども」という。）をいう。以下同じ。）がいる場合の支給認定保護者に係る次

の各号に掲げる支給認定子どもに関する保育料額は、当該各号に定める額とす

る。 

(１) 次のア又はイに掲げる支給認定子ども 当該支給認定子どもに関するこ

の表の額に100分の50を乗じて得た額 

(１) 次のア及びイに掲げる支給認定子ども 当該支給認定子どもに関するこ

の表の額に100分の50を乗じて得た額 

ア 支給認定保護者に係る保育料額算定基準子どものうち小学校第３学年修

了前子どもが１人のみである場合における最年長保育料額算定基準小学校

就学前子ども（当該支給認定保護者に係る保育料額算定基準子どもである

小学校就学前子どものうち最年長者をいう。以下同じ。）である教育認定

子ども 

ア 支給認定保護者に係る保育料額算定基準子どものうち小学校第３学年修

了前子どもが１人のみである場合における最年長保育料額算定基準小学校

就学前子ども（当該支給認定保護者に係る保育料額算定基準子どもである

小学校就学前子どものうち最年長者をいう。以下同じ。）である教育認定

子ども 

イ 支給認定保護者に係る全ての保育料額算定基準子どもが小学校就学前子 イ 支給認定保護者に係る全ての保育料額算定基準子どもが小学校就学前子
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新 旧 

どもの場合における保育料額算定基準小学校就学前子ども（当該支給認定

保護者に係る保育料額算定基準子どもである小学校就学前子どもをいう。

以下同じ。）（最年長保育料額算定基準小学校就学前子どもを除く当該支

給認定保護者に係る保育料額算定基準小学校就学前子どものうち最年長者

であるものに限る。以下同じ。）である支給認定子ども 

どもの場合における保育料額算定基準小学校就学前子ども（当該支給認定

保護者に係る保育料額算定基準子どもである小学校就学前子どもをいう。

以下同じ。）（最年長保育料額算定基準小学校就学前子どもを除く当該支

給認定保護者に係る保育料額算定基準小学校就学前子どものうち最年長者

であるものに限る。以下同じ。）である支給認定子ども 

(２) 次のアからウまでに掲げる支給認定子ども ０ (２) 次のアからウまでに掲げる支給認定子ども ０ 

ア 支給認定保護者に係る保育料額算定基準子どものうちに小学校第３学年

修了前子どもが２人以上いる場合における最年長保育料額算定基準小学校

就学前子どもである教育認定子ども 

ア 支給認定保護者に係る保育料額算定基準子どものうちに小学校第３学年

修了前子どもが２人以上いる場合における最年長保育料額算定基準小学校

就学前子どもである教育認定子ども 

イ 支給認定保護者に係る保育料額算定基準子どものうちに小学校第３学年

修了前子どもがいる場合における保育料額算定基準小学校就学前子どもで

ある教育認定子ども 

イ 支給認定保護者に係る保育料額算定基準子どものうちに小学校第３学年

修了前子どもがいる場合における保育料額算定基準小学校就学前子どもで

ある教育認定子ども 

ウ 保育料額算定基準子ども（最年長保育料額算定基準小学校就学前子ども

及び保育料額算定基準小学校就学前子どもを除く。）である支給認定子ど

も 

ウ 保育料額算定基準子ども（最年長保育料額算定基準小学校就学前子ども

及び保育料額算定基準小学校就学前子どもを除く。）である支給認定子ど

も 

６ 特定被監護者等（子ども・子育て支援法施行令（平成26年政令第213号）第

14条の２第１項に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。）が２人以上い

る場合の支給認定保護者（市町村民税所得割合算額が77,101円未満の場合に限

る。）に係る次の各号に掲げる支給認定子どもに関する保育料額は、当該各号

に定める額とする。 

 

(１) 次のア又はイに掲げる支給認定子ども 当該支給認定子どもに関するこ

の表の額に100分の50を乗じて得た額 

 

ア 支給認定保護者に係る特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の

者が１人のみである場合における最年長保育料額算定基準小学校就学前子

どもである支給認定子ども 

 

イ 支給認定保護者に係る全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場  
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(4/4) 

新 旧 

合における保育料額算定基準小学校就学前子どもである支給認定子ども 

(２) 次のアからウまでに掲げる支給認定子ども ０  

ア 支給認定保護者に係る特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外

の者が２人以上いる場合における最年長保育料額算定基準小学校就学前子

どもである支給認定子ども 

 

イ 支給認定保護者に係る特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外

の者がいる場合における保育料額算定基準小学校就学前子どもである支給

認定子ども 

 

ウ 保育料額算定基準子ども（最年長保育料額算定基準小学校就学前子ども

及び保育料額算定基準小学校就学前子どもを除く。）である支給認定子ど

も 

 

７ 支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教

育・保育のあった月において要保護者等に該当する場合における当該支給認定

保護者に関する前項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める額」

とあるのは、「０」とする。 

 

８ この表における保育料額欄に掲げる金額には、食事の提供に係る負担金を含

まない。 

６ この表における保育料額欄に掲げる金額には、食事の提供に係る負担金を含

まない。 
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議案第４９号 

 

財産の取得について（小学校電子黒板等） 

 

次のとおり教育財産を取得するため、議会の議決を経る必要があるので、南

島原市教育委員会教育長に対する事務委任規則第２条第８号の規定により、教

育委員会の意見を求める。 

 

平成２８年８月２４日提出 

 

南島原市教育委員会 

委員長 坂上 三德 

 

 

 

１ 財産の種類  電子黒板（３１台）及び付帯設備 

２ 契約の方法  指名競争入札 

３ 契約金額   ２２，５９９，０００円 

４ 契約の相手方 長崎県長崎市田中町５８５－５ 

扇精光ソリューションズ 株式会社  

         代表取締役 一瀬 勝範 



電子黒板機能付き
超短投写プロジェ
クター一式

制御用パソコン一式 書画ｶﾒﾗ PC台座

加津佐 5 5 5 5

加津佐小学校 3 3 3 3

野田小学校 2 2 2 2

口之津 3 3 3 3

口之津小学校 3 3 3 3

南有馬 2 2 2 2

南有馬小学校 2 2 2 2

北有馬 2 2 2 2

有馬小学校 2 2 2 2

西有家 2 2 2 2

西有家小学校 2 2 2 2

有家 7 7 7 7

有家小学校 3 3 3 3

蒲河小学校 1 1 1 1

新切小学校 1 1 1 1

堂崎小学校 2 2 2 2

布津 3 3 3 3

布津小学校 1 1 1 1

飯野小学校 2 2 2 2

深江 7 7 7 7

深江小学校 2 2 2 2

深江小学校　馬場分校 1 1 1 1

深江小学校　諏訪分校 0 0 0 0

小林小学校 2 2 2 2

大野木場小学校 2 2 2 2

31 31 31 31

設置場所

合　　計
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導入機器の概要・必要性

№ 機器名 概要 必要性

1
電子黒板機能付
き超短投写プロ
ジェクター

画面サイズが豊富なこと。テレビ一体
型に比べ、導入コストを抑えられるこ
と。
重量が比較的軽く、移動も容易な事
からプロジェクタータイプを採用する。

板書時間が短縮でき、児童への説明、話し合いの時間が増加す
る。
画面を保存することにより、前授業のふりかえりが効果的に行う
事が出来る。
電子黒板を活用する事で、教員と児童間・児童相互のコミュニ
ケーションや対話の向上が期待でき、プレゼンテーション能力が
高まる。

2 制御用パソコン

ＯＳ   ：　ウインドウズ １０
CPU　：　インテル　コア３アイ　以上
メモリ ：　4ギガバイト　以上
保守・メンテナンスがしやすいこと。普通
教室、ＰＣ台座上にて使用することから
ノート型とする。

電子黒板用のペンツールソフトを利用する為に必要であ
る。最新のインターネット上の教材（ＮＨＫデジタル教材）や
動画を閲覧するために、必要最小限の機能（ｳｲﾝﾄﾞｳｽﾞ10）
及びｽﾍﾟｯｸ（CPU・ﾒﾓﾘ）である。

3 書画カメラ
実物投影機
ズーム機能付き

書画カメラはコンピュータやプロジェクター及び多くのＡＶ機
器との互換性がある。エコの観点からも、印刷物を配布す
ることなく情報を配布する事が出来る。
また、立体物の教材や一つしかない資料もスクリーンや紙
面に大きく映し出す事が出来る。

4 PC台座 キャスター付き

ノートパソコン及び書画カメラ（リモコン・ACアダプタ等付属
品を含む）を収納する為に必要である。また、キャスター付
きであることによって移動をスムーズに行う事ができ、授業
の準備・片付けが手早く出来る。
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議案第５０号 

 

南島原市すこやか子育て幼稚園支援事業実施規則の一部を改正する 
規則について 

 

提案理由 

  利用者負担額の軽減の拡大を行うため、所要の改正を行うもの。 

 

平成２８年８月２４日提出 

 

南島原市教育委員会     

委員長 坂上 三德     



南島原市すこやか子育て幼稚園支援事業実施規則の一部を改正する規 

則 

南島原市すこやか子育て幼稚園支援事業実施規則（平成 28 年南島原市規

則第６号）の一部を次のように改正する。 

第２条に次の１号を加える。 

(３) 教育・保育施設 子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）

第７条第４項に規定する施設をいう。 

第３条を次のように改める。 

（減免の対象者） 

第３条 保育料の減額の適用を受けることができる保護者は、児童（10 歳

に達する日以後の最初の３月 31 日までの間にある者に限る。）を２人以

上扶養している者で、当該児童のうち第２子以降の児童が未就学の児童で

あり、かつ、当該児童を幼稚園に入園させているものとする。 

２ 保育料の免除の適用を受けることができる保護者は、次の各号のいずれ

かに該当する者とする。 

(１) ２人の児童（６歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間にあ

る者に限る。）に同時に教育・保育施設を利用させている者 

(２) 児童（10 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間にある者に

限る。）を３人以上扶養している者で、当該児童のうち第３子以降の児

童が未就学の児童であり、かつ、当該児童を幼稚園に入園させているも

の 

第４条第２項中「当該」の次に「第２子の児童又は」を加える。 

第７条中「第３条第１項各号」を「第３条第１項」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成 28 年 月 日から施行し、改正後の南島原市すこやか

子育て幼稚園支援事業実施規則の規定は、平成 28 年４月１日から適用する。 
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（定義） （定義）
第２条　この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該 第２条　この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該
各号に定めるところによる。 各号に定めるところによる。
（１）・（２）　（略） （１）・（２）　（略）
（３）　教育・保育施設　子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第
７条第４項に規定する施設をいう。
（減免の対象者） （減免の対象者）
第３条　保育料の減額の適用を受けることができる保護者は、児童（１０歳に 第３条　保育料の減額の適用を受けることができる保護者は、次の各号のい
達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者に限る。）を２人以上扶 ずれにも該当する者をいう。
養している者で、当該児童のうち第２子以降の児童が未就学の児童であ
り、かつ、当該児童を幼稚園に入園させているものとする。

（１）　児童（１０歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者に限
る。以下同じ。）を２人以上扶養している者

（２）　前項の児童のうち第２子以降が未就学の児童であって、当該児童を
幼稚園に入園させている者

２　保育料の免除の適用を受けることができる保護者は、次の各号のいずれ ２　保育料の免除の適用を受けることができる保護者は、次の各号のいずれ
かに該当する者とする。 にも該当する者をいう。
（１）　２人の児童（６歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある （１）　児童を３人以上扶養している者
者に限る。）に同時に教育・保育施設を利用させている者

（２）　児童（１０歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者に限 （２）　前号の児童のうち、第３子以降が未就学の児童であって、当該児童
る。）を３人以上扶養している者で、当該児童のうち第３子以降の児童 を幼稚園に入園させている者
が未就学の児童であり、かつ、当該児童を幼稚園に入園させているもの
（減免の対象額） （減免の対象額）
第４条　（略） 第４条　（略）
２　免除する保育料は、前条第２項の規定に該当する保護者から徴収すべき ２　免除する保育料は、前条第２項の規定に該当する保護者から徴収すべき
当該第２子の児童又は第３子以降の児童に係る条例第３条に規定する保育 当該第３子以降の児童に係る条例第３条に規定する保育料の全額とする。
料の全額とする。
（減免資格の喪失） （減免資格の喪失）
第７条　第５条第２項の規定により保育料の減免の決定を受けた者（以下 第７条　第５条第２項の規定により保育料の減免の決定を受けた者（以下
「減免決定者」という。）が、第３条第１項又は同条第２項各号に掲げる 「減免決定者」という。）が、第３条第１項各号又は同条第２項各号に掲

新 旧

　
　
　　　南島原市すこやか子育て幼稚園支援事業実施規則の一部を改正する規則　新旧対照表
　南島原市すこやか子育て幼稚園支援事業実施規則（平成２８年南島原市規則第６号）の一部を次のように改正する。

（1）

00375
テキストボックス
(1)

00375
テキストボックス
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要件に該当しなくなったときは、その資格を失う。 げる要件に該当しなくなったときは、その資格を失う。

新 旧

（2）

00375
テキストボックス
(2)

00375
テキストボックス
-3-



平成２８年第８回南島原市教育委員会定例会 

 

日時 平成２８年８月２４日（水） 午後２時 

場所 南有馬庁舎 ２階会議室 

 

追加議事日程第１ 

 

 第１ 議案第51号 南島原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に 

関する条例の一部を改正する条例について 

   

 第２ 議案第52号 南島原市嘱託職員の設置に関する規則の一部を改正する規則 

について 

 



議案第５１号 

 

   南島原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例について 

 

 

 提案理由 

南島原市英語指導助手を任用したいため、所要の改正を行うもの。 

 

 

 

  平成２８年８月２４日提出 

 

                      南島原市教育委員会 

                      委員長 坂上 三德 

 

 

 



   南島原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例 

 南島原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成18

年南島原市条例第30号）の一部を次のように改正する。 

別表入札監視委員会の項の次に次のように加える。 

プロポーザル審査委員会委員 日額 6,000 

別表国際交流員の項の次に次のように加える。 

英語指導助手 月額 200,000 

 別表備考第３項中「任用期間が１年未満となる者」を「外国語指導助手、国際交

流員及び英語指導助手で、任用期間が１年未満となるもの」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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南島原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表  

新 旧 

別表（第２条関係） 

職名 区分 報酬額（円） 

（略） 

入札監視委員会 
委員長 

日額 
6,500 

委員 6,000 

プロポーザル審査委員会委員  日額 6,000 

（略） 

国際交流員  月額 280,000 

英語指導助手  月額 200,000 

（略） 

備考 

１ 投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人の報酬につい

ては、時間割計算により支給することができる。 

２ 土地改良区総代選挙における選挙長及び選挙立会人の報酬につい

ては、予算の範囲内において市長の定める額とすることができる。 

３ 外国語指導助手及び国際交流員の報酬については、再任用された

場合の２年目は月額300,000円、３年目は月額325,000円、４年目以

降は月額330,000円とする。外国語指導助手、国際交流員及び英語指

導助手で、任用期間が１年未満となるものについては、所得税等が

賦課される場合は、その額を考慮して調整した額を支給することが

できる。 
 

別表（第２条関係） 

職名 区分 報酬額（円） 

（略） 

入札監視委員会 
委員長 

日額 
6,500 

委員 6,000 

（略） 

国際交流員  月額 280,000 

（略） 

備考 

１ 投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人の報酬につい

ては、時間割計算により支給することができる。 

２ 土地改良区総代選挙における選挙長及び選挙立会人の報酬につい

ては、予算の範囲内において市長の定める額とすることができる。 

３ 外国語指導助手及び国際交流員の報酬については、再任用された

場合の２年目は月額300,000円、３年目は月額325,000円、４年目以

降は月額330,000円とする。任用期間が１年未満となる者について

は、所得税等が賦課される場合は、その額を考慮して調整した額を

支給することができる。 
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議案第５２号 

 

   南島原市嘱託職員の設置に関する規則の一部を改正する規則について 

 

 

 提案理由 

南島原市英語指導助手を任用したいため、所要の改正を行うもの。 

 

  平成２８年８月２４日提出 

 

                      南島原市教育委員会 

                      委員長 坂上 三德 

 

 

 



南島原市嘱託職員の設置に関する規則の一部を改正する規則 

南島原市嘱託職員の設置に関する規則（平成 19 年南島原市規則第 28

号）の一部を次のように改正する。 

第 20 条中「及び国際交流員」を「、国際交流員及び英語指導助手」に

改める。 

附 則 

この規則は、平成 28 年 月 日から施行する。 
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南島原市嘱託職員の設置に関する規則の一部を改正する規則 新旧対照表 

新 旧 

（適用除外） （適用除外） 

第20条 この規則は、南島原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例別表に規定する外国語指導助手、国際交流員及び英語指導助手には適

用しない。 

第20条 この規則は、南島原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例別表に規定する外国語指導助手及び国際交流員には適用しない。 
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